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議 案 第 ２９ 号

摂津市介護保険条例の一部を改正する条例制定の件

摂津市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。

令和６年２月２０日提出

摂津市長 森 山 一 正

提案理由

介護保険の保険料率及び普通徴収に係る納期並びに介護認定審査会の委員の定数を

改定するため、本条例を制定するものである。

摂津市介護保険条例の一部を改正する条例

摂津市介護保険条例（平成１２年摂津市条例第３号）の一部を次のように改正す

る。

第２条中「５０人」を「８０人」に改める。

第４条第１項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に改め、同項第１号中「３７，６８０円」を「３５，４３６円」に改め、同項

第２号中「５２，７５２円」を「５０，６２８円」に改め、同項第３号中

「５６，５２０円」を「５３，７４８円」に改め、同項第４号中「６７，８２４円」

を「７０，０９２円」に改め、同項第５号中「７５，３６０円」を「７７，８８０

円」に改め、同項第６号中「９０，４３２円」を「９３，４５６円」に改め、同号ア

中「１２０万円」を「７０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１

号イ、第１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、

同項第７号中「９７，９６８円」を「９７，３５６円」に改め、同号ア中「２１０万

円」を「１２０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第

１２号イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第８

号中「１０５，５０４円」を「１０１，２４４円」に改め、同号ア中「３２０万円」

を「１５０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号

イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第９号中

「１１３，０４０円」を「１０９，０３２円」に改め、同号ア中「４００万円」を

「２１０万円」に改め、同号イ中「又は第１１号イ」を「、第１１号イ、第１２号

イ、第１３号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１０号中
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「１３１，８８０円」を「１１６，８２０円」に改め、同号ア中「６００万円」を

「２５０万円」に改め、同号イ中「又は次号イ」を「、次号イ、第１２号イ、第１３

号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」に改め、同項第１１号中

「１３９，４１６円」を「１２４，６０８円」に改め、同号ア中「１，０００万円」

を「３２０万円」に改め、同号イ中「部分を除く。）」の次に「、次号イ、第１３号

イ、第１４号イ、第１５号イ又は第１６号イ」を加え、同項第１２号中

「１５０，７２０円」を「１８６，９１２円」に改め、同号を同項第１７号とし、同

項第１１号の次に次の５号を加える。

⑿ 次のいずれかに該当する者 １３２，３９６円

ア 合計所得金額が４２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１４号イ、第１５号イ又は第

１６号イに該当する者を除く。）

⒀ 次のいずれかに該当する者 １４７，９７２円

ア 合計所得金額が５２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ、第１５号イ又は第１６号イに該

当する者を除く。）

⒁ 次のいずれかに該当する者 １６３，５４８円

ア 合計所得金額が６２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも

該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（⑴に係る部分を除く。）、次号イ又は第１６号イに該当する者を除

く。）

⒂ 次のいずれかに該当する者 １７９，１２４円

ア 合計所得金額が７２０万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも
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該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（⑴に係る部分を除く。）又は次号イに該当する者を除く。）

⒃ 次のいずれかに該当する者 １８３，０２４円

ア 合計所得金額が１，０００万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれ

にも該当しないもの

イ 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による

額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの（令第３９条第１項

第１号イ（⑴に係る部分を除く。）に該当する者を除く。）

第４条第２項中「令和３年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度

まで」に、「２２，６０８円」を「２２，２００円」に改め、同条第３項中「令和３

年度から令和５年度まで」を「令和６年度から令和８年度まで」に、「３３，９１２

円」を「３５，０５２円」に改め、同条第４項中「令和３年度から令和５年度まで」

を「令和６年度から令和８年度まで」に、「５２，７５２円」を「５３，３５２円」

に改める。

第５条第１項中「は、毎月末日（その日が銀行法（昭和５６年法律第５９号）第

１５条第１項に規定する銀行の休日に当たるときは、その日の翌日）までに納付しな

ければならない」を「の納期は、次のとおりとする」に改め、同項に次の各号を加え

る。

⑴ 第１期 ７月１日から同月末日まで

⑵ 第２期 ８月１日から同月末日まで

⑶ 第３期 ９月１日から同月末日まで

⑷ 第４期 １０月１日から同月末日まで

⑸ 第５期 １１月１日から同月末日まで

⑹ 第６期 １２月１日から同月末日まで

⑺ 第７期 １月１日から同月末日まで

⑻ 第８期 ２月１日から同月末日まで

⑼ 第９期 ３月１日から同月末日まで

第５条第３項中「（第７条第２項の場合にあっては、当該年度分の保険料額が確定

した日以後の最初の納期）」を削り、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」
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を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。

２ 前項に規定する保険料の納期の末日が銀行法（昭和５６年法律第５９号）第１５

条第１項に規定する銀行の休日に当たるときは、その日の翌日を納期の末日とす

る。

第６条第３項中「又は第９号ロ」を「、第９号ロ、第１０号ロ、第１１号ロ、第

１２号ロ又は第１３号ロ」に、「から第９号」を「から第１３号」に改める。

第７条及び第８条を次のように改める。

第７条及び第８条 削除

第１４条中「まで」の次に「（同月１日以後に第１号被保険者の資格を取得した者

にあっては、当該資格を取得した日から１５日以内）」を加え、同条ただし書中「す

べて」を「全て」に改める。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の摂津市介護保険条例第４条及び第６条第３項の規定は、令和６年度以後

の年度分の保険料について適用し、令和５年度以前の年度分の保険料については、

なお従前の例による。


